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(57)【要約】
　視覚的フィードバックを与えることができる。最初に
、表面における第１点との連続的接触を検出することが
できる。表面は、例えば、タッチ・スクリーンまたはタ
ッチ・パッドを備えることができる。連続的接触は、例
えば、スタイラスまたは主体の指を含む選択側要素によ
って生ずることができる。次いで、連続的接触の検出に
応答して、メニューを表示することができる。メニュー
は、複数のメニュー選択可能要素を備えることができる
。次に、連続的接触が表面の第１点から表面の第２点に
移動したことを検出することができる。第２点は、複数
のメニュー選択可能要素の１つに対応することができる
。次いで、複数のメニュー選択可能要素の１つに対応す
る制御部を表示することができる。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視覚的フィードバックを与える方法であって、
　表面にある第１点との連続的接触を検出するステップと、
　検出した前記連続的接触に応答して、メニューを表示するステップであって、該メニュ
ーが複数のメニュー選択可能要素を含む、ステップと、
　前記連続的接触が前記表面における前記第１点から前記表面における第２点に移動した
ことを検出するステップであって、前記第２点は前記複数のメニュー選択可能要素のうち
の１つに対応する、ステップと、
　前記複数のメニュー選択可能要素の前記１つに対応する制御部を表示するステップと、
を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記表面における前記第１点との連続的接触を検出する
ステップは、タッチ・スクリーンおよびタッチ・パッドのうち１つを含む前記表面におけ
る前記第１点との連続的接触を検出するステップを含む、方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、前記連続的接触を検出するステップは、スタイラスおよ
び主体の指のうち１つを含む選択側要素によって生じた連続的接触を検出するステップを
含む、方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、前記メニューを表示するステップは、前記メニューを前
記表面に表示するステップを含む、方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、前記メニューを表示するステップは、前記第１点に相対
的に、前記表面に前記メニューを表示するステップを含む、方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、前記メニューを表示するステップは、
　前記表面において前記第１点に近接する第１量の空間を判定するステップと、
　前記判定した第１量の空間に、前記複数のメニュー選択可能要素を表示するステップと
、
を含む、方法。
【請求項７】
　請求項１記載の方法において、前記制御部を表示するステップは、ユーザーが右利きで
あると判定した場合、前記制御部を前記表面の第１エリアに表示するステップを含む、方
法。
【請求項８】
　請求項１記載の方法において、前記制御部を表示するステップは、ユーザーが左利きで
あると判定した場合、前記制御部を前記表面の第２エリアに表示するステップを含む、方
法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法において、前記制御部を表示するステップは、前記第２点に相対的
に前記制御部を表示するステップを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の方法において、前記制御部を表示するステップは、前記制御部を前記第
２点に相対的に表示するステップを含み、前記制御部に対応する制御選択可能要素は、前
記第２点に表示される、方法。
【請求項１１】
　請求項１記載の方法において、前記制御部を表示するステップは、
　前記表面において前記第２点に近接する第２量の空間を判定するステップと、
　前記判定した第２量の空間に、前記制御部を表示するステップと、
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を含む、方法。
【請求項１２】
　命令の集合を格納し、該命令が実行されると、視覚的フィードバックを与える方法を実
行するコンピューター読み取り可能媒体であって、前記命令の集合によって実行される方
法が、
　第１点においてタッチ・スクリーン上でホバリングしている選択側要素に応答して、メ
ニューを表示するステップであって、前記メニューが、前記第１点に相対的に表示された
複数のメニュー選択可能要素を含む、ステップと、
　前記選択側要素が前記スクリーンを横切って前記第１点から第２点に移動したと判定す
るステップであって、前記第２点が前記複数のメニュー選択可能要素の１つに対応する、
ステップと、
　前記複数のメニュー選択可能要素の前記１つに対応する制御部を表示するステップであ
って、前記制御部が前記第２点に相対的に表示され、該制御部に対応する制御選択可能要
素が前記第２点に表示されるステップと、
を含む、コンピューター読み取り可能媒体。
【請求項１３】
　請求項１２記載のコンピューター読み取り可能媒体において、前記選択側要素に応答し
て前記メニューを表示するステップは、スタイラスおよび主体の指のうち１つを含む前記
選択側要素に応答して、前記メニューを表示するステップを含む、コンピューター読み取
り可能媒体。
【請求項１４】
　請求項１２記載のコンピューター読み取り可能媒体において、前記メニューを表示する
ステップは、
　前記タッチ・スクリーンにおける前記第１点に近接する第１量の空間を判定するステッ
プと、
　前記判定した第１量の空間において、前記複数のメニュー選択可能要素を表示するステ
ップと、
を含む、コンピューター読み取り可能媒体。
【請求項１５】
　請求項１２記載のコンピューター読み取り可能媒体において、前記制御部を表示するス
テップは、前記選択側要素に対応するユーザーが右利きであると判定した場合、前記タッ
チ・スクリーンの第１エリアに前記制御部を表示するステップを含む、コンピューター読
み取り可能媒体。
【請求項１６】
　請求項１２記載のコンピューター読み取り可能媒体において、前記制御部を表示するス
テップは、前記選択側要素に対応するユーザーが右利きであると判定した場合、前記スク
リーンの第１エリアに前記制御部を表示するステップを含み、前記第１エリアの少なくと
も一部は、前記第２点の左側にある、コンピューター読み取り可能媒体。
【請求項１７】
　請求項１２記載のコンピューター読み取り可能媒体において、前記制御部を表示するス
テップは、前記選択側要素に対応するユーザーが左利きであると判定した場合、前記スク
リーンの第２エリアに前記制御部を表示するステップを含む、コンピューター読み取り可
能媒体。
【請求項１８】
　請求項１２記載のコンピューター読み取り可能媒体において、前記制御部を表示するス
テップは、前記選択側要素に対応するユーザーが左利きであると判定した場合、前記スク
リーンの第２エリアに前記制御部を表示するステップを含み、前記第２エリアの少なくと
も一部は、前記第２点の右側にある、コンピューター読み取り可能媒体。
【請求項１９】
　請求項１２記載のコンピューター読み取り可能媒体において、前記制御部を表示するス
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テップは、
　前記スクリーンにおいて前記第２点に近接する第２量の空間を判定するステップと、
　前記判定した第２量の空間に前記制御部を表示するステップと、
を含む、コンピューター読み取り可能媒体。
【請求項２０】
　視覚的フィードバックを与えるシステムであって、
　メモリー・ストレージと、
　前記メモリー・ストレージに結合された処理ユニットと、
を含み、前記処理ユニットが、
　表面の第１点においてホバリングしているユーザーの指を検出し、
　検出した前記ホバリングしている指に応答して、前記第１点に相対的に、第１メニュー
を表示し、前記第１メニューが、複数の第１メニュー選択可能要素を含み、
　前記検出したホバリングしている指が、前記表面の前記第１点から前記表面の第２点に
移動したと判定し、前記第２点が前記複数の第１メニュー選択可能要素の１つに対応し、
　前記検出したホバリングしている指が移動したと判定したことに応答して、前記第１メ
ニューを前記スクリーンから除去し、
　前記第２点に相対的に、前記複数の第１メニュー選択可能要素の前記１つに対応する第
２メニューを表示する、
ように動作する、システム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　従来の接触ベースの入力案は、相互作用に対して「ポイントおよびクリック」手法を利
用するのが慣例となっている。スクリーン上の視覚要素（例えば、アイコン、ハイパーリ
ンク、ボタン、または編集ボックス）は、ユーザーがシステム情報または入力を与える機
会を提示する。多くの場合マウス・カーソルを制御部上でホバリング(hovering)し、クリ
ックすることによって行われることを、ユーザーは、スクリーンの接触感応部分上でタッ
プする(tap)ことによってシミュレートする。
【０００２】
　接触ベースのデバイスを展開するときに遭遇することが多い問題の１つは、ユーザーが
「ＯＫ」ボタン上でタップしたときに、使用が実際には制御を失ったり、または意図せず
に近隣の制御を誘起することがないようにタッチ・スクリーンを較正することである。こ
れは、サイズを大きくした制御部を形成することによって緩和されることもあり、目標エ
リアを拡大するために、制御を失う虞れは減少する。しかしながら、移動体デバイス上で
は、人は代わりにスタイラスを通常用いるので、小さいボタン、およびスタイラスを通じ
た接触入力の正確さが不可欠であることには変わりがない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　多くの場合、同様の選択肢または制御を集合体(grouping)に入力するために、１組のカ
スケード型メニューまたはタブ制御が用いられる。この結果、ユーザーが見ようとするま
たは変更しようとする制御部、データー、または選択肢にアクセスするためには、ユーザ
ーはスクリーンの小さなエリア上で複数回タップしなければならなくなる。小型の携帯用
デバイス上では、これは厄介であり、ユーザーがデバイスに我慢できなくなる原因となる
可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この摘要は、詳細な説明において以下で更に説明する概念から選択したものを、簡略化
して紹介するために設けている。この摘要は、特許請求する主題の鍵となる特徴や必須の
特徴を特定することを意図するのではない。また、この摘要は、特許請求する主題の範囲
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を限定するために用いられることを意図するのでもない。
【０００５】
　視覚的フィードバックを与えることができる。最初に、表面における第１点との連続的
接触を検出することができる。表面は、例えば、タッチ・スクリーンまたはタッチ・パッ
ドを備えることができる。連続的接触は、例えば、スタイラスまたは主体の指を含む選択
側要素によって生ずることができる。次いで、検出した連続的接触に応答して、メニュー
を表示することができる。メニューは、複数のメニュー選択可能要素を備えることができ
る。次に、連続的接触が表面の第１点から表面の第２点に移動したことを検出することが
できる。第２点は、複数のメニュー選択可能要素のうちの１つと対応することができる。
次いで、複数のメニュー選択要素のうちのその１つに対応する制御部を表示することがで
きる。
【０００６】
　前述の概略的な説明および以下の詳細な説明双方は、例を提示するのであり、説明のた
めに過ぎない。したがって、以上の概略的な説明および以下の詳細な説明を限定的と見な
してはならない。更に、本明細書において明記することに加えて、特徴や変形を設けるこ
ともできる。例えば、実施形態は、詳細の説明に記載されている種々の特徴の組み合わせ
および下位の組み合わせを対象にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　添付図面は、本開示に組み込まれその一部をなすものであるが、本発明の種々の実施形
態を図示する。図面において、
【図１】図１は、動作環境のブロック図である。
【図２】図２は、視覚的フィードバック・ディスプレイを与える方法のフロー・チャート
である。
【図３】図３は、表示を示す図である。
【図４】図４は、表示を示す図である。
【図５】図５は、表示を示す図である。
【図６】図６は、表示を示す図である。
【図７】図７は、計算デバイスを含むシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下の詳細な説明は、添付図面を参照する。可能なときはいつでも、同一または同様の
要素を示すために、添付図面および以下の説明において同じ参照番号を用いることとする
。本発明の実施形態について説明するが、修正、改造、およびその他の実現例が可能であ
る。例えば、交換、追加、または修正を、図面に示す要素に対して行うことができ、本明
細書において記載する方法は、段階を交換すること、順序を変えること、または開示する
方法に追加することによって修正することができる。したがって、以下の詳細な説明は本
発明を限定するのではない。代わりに、本発明の適正な範囲は、添付する請求項によって
定めることとする。
【０００９】
　従来のタッチスクリーン・ユーザーインターフェースは、かさばり、スタイラスがない
と使いにくいものが多い。本発明の実施形態によると、スクリーン空間をよりインテリジ
ェントに、そして相互作用を直観的にする方法で用いることによって、タッチスクリーン
・デバイスと相互作用を行う際に指(digit)（例えば、親指またはその他の指(finger)）
を使い易くする入力モデルを提供することができる。本発明の実施形態は、絶対的な位置
決め（例えば、「ハント・アンド・ペック」手法(hunt-and-peck approach)の代わりに、
スクリーンとの相互作用に相対的位置を用いることによって、これを提供することができ
る。
【００１０】
　図１は、スクリーン１０５を備えた計算デバイス１００を示し、スクリーン１０５にメ
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ニュー１１０が表示されている。計算デバイス１００は、パーソナル・コンピューター、
ネットワーク・コンピューター、メインフレーム、またはその他の同様のマイクロコンピ
ューターベースのワークステーションを備えることができる。しかしながら、計算デバイ
ス１００は、ハンドヘルド・デバイス、マルチプロセッサー・システム、マイクロプロセ
ッサーベースまたはプログラマブル発信電子デバイス、ミニコンピューター、メインフレ
ーム・コンピューター等のような、任意の種類のコンピューター動作環境を備えることが
できる。更に、計算デバイス１００は、スマート・フォーン、セルラ電話機、ワイヤレス
・アプリケーション・プロトコル（ＷＡＰ）を利用するセルラ電話機、パーソナル・ディ
ジタル・アシスタント（ＰＤＡ）、インテリジェント・ページャー、携帯用コンピュータ
ー、ハンド・ヘルド・コンピューター、従来の電話機、またはファクシミリ機械のような
、移動端末も備えることができる。前述のシステムおよびデバイスは、一例であり、計算
デバイス１００はその他のシステムまたはデバイスを備えることもできる。
【００１１】
　本発明の実施形態は、ユーザーがスクリーン１０５をタップし（そしてオプションとし
て）スクリーン１０５との接触を維持することを可能にする。この初期接触点の絶対位置
は、視覚的フィードバックを表示するための基準に対する開始点として用いることができ
る。更に、この初期接触点は、接触点の指（またはスタイラス）からの今後の相対的移動
に対する基準点としても、任意に設定する(option)ことができる。本発明の実施形態によ
れば、ユーザーは所望の制御部にヒットさせる際に、スクリーン１０５における特定の点
にタップする必要はない。代わりに、最初の接触に相対的に制御部を描画することができ
る。後続のコマンドにより、後続の接触点の相対的位置に基づいて、入力を計算すること
ができる。これによって、ディスプレイおよびタッチ・センサの較正による誤差を低減す
ることができる。
【００１２】
　スクリーン１０５は、ユーザーが指（またはスタイラス）をスクリーン１０５の異なる
エリアに移動させるに連れて制御部を描画し直すことによって、効率的に用いることがで
きる。例えば、既定点上で複数回タップして深い階層メニュー構造に進入する代わりに、
メニュー項目を接触点の周りに描画することができる。接触点が選択肢に向かって移動す
ると、新たな接触点の周囲に、副選択肢を描画することができる。この反復は、ユーザー
が最終的な項目／選択肢を選ぶまで、新たな１組の選択肢が直前の１組の上に、またはそ
の代わりに描画される毎に継続することができる。この結果、ユーザーは、相互作用全体
（例えば、制御値を操作する、またはメニュー全域を見渡す(drill)、および最終的に行
為を選択する）を完了するためには、１回タップしホールドするだけで済む。
【００１３】
　したがって、本発明の実施形態は、ｉ）タッチ・スクリーンの現在の接触点、またはｉ
ｉ）相互作用の最初の接触点、および接触点から基軸方向の各々においてスクリーンで利
用可能な空間量に基づいて、メニュー／制御／行為のインテリジェント・レイアウトを提
供することができる。メニュー／制御は、利用可能な空間に応じて、できるだけ大きく描
画することができる。
【００１４】
　更に、本発明の実施形態は、ユーザー・インターフェース要素のレイアウトおよび描画
に基づいて、接触入力位置を規定することができる。例えば、ある制御部を描画する位置
は、ユーザーの指またはスタイラスが現在接触しているスクリーン上の位置、または接触
行為を開始した位置から予測することができる。制御部は、「使用準備完了」状態で描画
することができる。例えば、ボリューム・スライダー／スクローラーは、「親指」を操作
軸に沿って現在の接触点と一直線状にすることによって描画することができる。更に、実
施形態は、左利きまたは右利きというような、ユーザーの優先事項(preference)も考慮す
ることができる。
【００１５】
　図２は、視覚的フィードバックを与えるための、本発明の一実施形態による方法２００
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に伴う一般的な段階を明記するフロー・チャートである。方法２００は、図７に関して以
下で更に詳しく説明するように、計算デバイス１００を用いて実施することができる。方
法２００の段階を実施する方法については、以下で更に詳しく説明する。方法２００は、
開始ブロック２０５において開始することができ、段階２１０に進むことができ、ここで
計算デバイス１００は表面の第１点との連続的な接触を検出することができる。図３は、
スクリーン１０５、スクリーン１０５の第１点３０５、および主体（例えば、ユーザー）
の指(digit)３１０（例えば、指(finger)）を示す。ユーザーがスクリーン１０５をタッ
プし、第１点３０５に指３１０を置く（例えば、ホバリング）と、計算デバイスは第１点
３０５の座標を格納することができ、第１点３０５の周囲（例えば、第１点３０５の近接
）においてスクリーン１０５上で利用可能な空間量を計算することができる。
【００１６】
　前述の表面は、タッチ・スクリーン（例えば、スクリーン１０５）またはタッチ・パッ
ドを備えることができる。前述のことは一例であり、表面は他のデバイスを備えていても
よい。更に、前述した連続接触の検出は、例えば、スタイラスまたは主体の指３１０を含
む選択側要素によって行ってもよい。前述のことは一例であり、選択側要素は他のデバイ
スを備えていてもよい。主体は、計算デバイス１００を操作する人を含むことができる。
【００１７】
　計算デバイス１００が表面における第１点３０５との連続的接触を検出した段階２１０
から、方法２００は段階２２０に進むことができ、ここで計算デバイス１００は第１点３
０５に対する表面上で検出した連続接触に応答して、メニュー１１０を表示することがで
きる。例えば、図４に示すように、前述の利用可能空間量に基づいて、計算デバイス１０
０はメニュー１１０を配置することができる。メニュー１１０は、複数の選択可能なメニ
ュー要素４１０から４４５までを備えることができる。計算デバイス１００は、例えば、
メニュー１１０上で、複数の選択可能なメニュー要素４１０から４４５までを均等に離間
して、アイコン、画像、または文字列を表示し、これらの項目をスクリーン１０５上にレ
ンダリングすることができる。例えば、第１点３０５がスクリーン１０５の角に位置する
場合、複数の選択可能なメニュー要素４１０から４４５は、利用可能な９０度の空間に広
げることができる。同様に、第１点３０５がスクリーン１０５の縁上に位置する場合、複
数の選択可能なメニュー要素４１０から４４５は、利用可能な１８０度の空間に広げるこ
とができる。
【００１８】
　一旦段階２２０において計算デバイス１００がメニュー１１０を表示したなら、方法２
００は段階２３０に進み、ここで計算デバイス１００は、図５に示すように、連続的な接
触が表面の第１点３０５から表面の第２点５０５に移動したことを検出することができる
。第２点５０５は、選択可能な要素４１０の１つに対応することができる。例えば、図５
に示すように、ユーザーはホバリングしている指３１０（一例、またはスタイラス）を第
１点３０５から、第２点５０５における選択可能なメニュー要素４１０に向けて引いて行
くことができる。計算デバイス１００は、ホバリングしている指３１０の移動を連続的に
監視することができ、選択可能なメニュー要素４１０から４４５のうちユーザーが選択し
ようとしたのはどれか判定するアルゴリズムを適用することができる。例えば、このアル
ゴリズムは、第１点３０５、第２点５０５、および第１点３０５から第２点５０５までに
至る経路５１０を考慮することができる。経路５１０は、例えば、一定の頻度で、計算デ
バイス１００の中にあるタッチ・ドライバー(touch driver)によって測定することができ
る。更に、このアルゴリズムは指３１０の速度も考慮することができる（例えば、タッチ
・ドライバーから取り込まれるサンプル間の連続距離に基づいて）。前述の情報は、指３
１０が複数の選択可能なメニュー要素４１０から４４５のうち任意のものの上を、それを
「選択した」と見なせるだけ十分長くホバリングしていたか否か判定するのに有用である
と言える。
【００１９】
　計算デバイス１００が、段階２３０において、連続的な接触が移動したと検出した後、
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方法２００は段階２４０に進むことができ、ここで計算デバイス１００は、選択可能なメ
ニュー要素４１０を、例えば、第２点５０５に対して対応付ける制御部６０５を表示する
ことができる。例えば、図６に示すように、ユーザーが選択しようとしている項目がどれ
か判定した後（例えば、選択可能なメニュー要素４１０）、計算デバイス１００は現在の
指３１０の位置を再度格納し、スクリーン１０５における利用可能な空間を再計算し、第
２制御部６０５と関連のある１組の項目をどこに描画するか決定することができる。図６
の例に示すように、ユーザーはボリューム・アイコンを選択した。選択可能なメニュー要
素４１０に対応する制御部６０５を描画することができるが、本発明の実施形態は、選択
可能なメニュー要素４１０に応答して、更に別のメニューを描画することもできる。
【００２０】
　例えば、収集したデーターを用いて、計算デバイス１００は、ユーザーが経路６１５に
おいて指３１０を上下に動かすことによって、計算デバイス１００上でボリュームを調節
することができるように、制御部６０５を描画することができる。図６に示すコンテキス
トは、様々な方法で表すことができる。例えば、制御部６０５の初期位置（例えば、ボリ
ューム・スライダーにおける「親指」）を、水平軸上において現在の接触位置（例えば、
第２点）と一直線状にすることができる。更に、この制御部は、スクリーン１０５上で可
能な限り多くの空間を使用するように拡縮することもできる。加えて、スクリーン１０５
のこの軸上における運動が制御部に作用し得ることをユーザーに示すために、上下に延び
る矢印を第２点５０５の直下に描画してもよい。この概念は、異なる選択肢ダイアログ、
階層メニュー構造、新しい制御部にも拡大することができ、携帯用デバイスから、例えば
、工業用自動化、医療用ディスプレイ、および制御システムに至るまで多数の分野におい
て応用することができる。
【００２１】
　また、本発明の実施形態は、ユーザーが左利きかまたは右利きかに基づいて、制御部６
０５を表示することもできる。例えば、ユーザーは、ユーザーの利き腕はどちらかを、計
算デバイス１００に入力することができる。この情報に応答して、計算デバイスは、ユー
ザーの手（またはスタイラス）が制御部６０５を塞ぐことがないように、制御部６０５を
表示することができる。例えば、選択可能なメニュー要素４１０に対応するユーザーが左
利きであると判定した場合、制御部６０５を表示するエリアの一部を第２点５０５の右側
にすることができる。同様に、選択可能なメニュー要素４１０に対応するユーザーが右利
きである場合、制御部６０５を表示するエリアの一部を、第２点５０５の左側にすること
ができる。このように、ユーザーは、ユーザー自身の手が妨害しないように、制御部６０
５を見ることができる。図６に示すように、計算デバイスは、指３１０に対応するユーザ
ーが右利きであることを指示するデーターを有することができるので、制御部６０５を第
２点５０５の左側に配置することができる。更に、第２点がスクリーン１０５上のどこに
位置するかに基づいて、制御部６０５を垂直方向に、水平方向に、またはその他の任意の
方向に配置することもできる。例えば、第２点がスクリーン１０５の縁または角にある場
合、制御部６０５を水平方向または垂直方向に配置することができる。一旦段階２４０に
おいて計算デバイス１００が制御部を表示したなら、方法２００は段階２５０において終
了することができる。
【００２２】
　本発明による一実施形態は、視覚的フィードバックを与えるためのシステムを備えるこ
とができる。このシステムは、メモリー・ストレージと、このメモリー・ストレージに結
合されている処理ユニットとを備えることができる。処理ユニットは、表面の第１点との
連続的接触を検出し、検出した連続的接触に応答してメニューを表示するように動作する
ことができる。メニューは、複数のメニュー選択可能要素を備えることができる。処理ユ
ニットは、更に、連続的接触が表面の第１点から表面の第２点に移動したことを検出する
ように動作することができる。第２点は、複数のメニュー選択可能要素のうちの１つと対
応することができる。更に、処理ユニットは、複数のメニュー選択可能要素のうち前述の
１つに対応する制御部を表示するように動作することができる。
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【００２３】
　本発明による別の実施形態は、視覚的フィードバックを与えるシステムを備えることが
できる。このシステムは、メモリー・ストレージと、このメモリー・ストレージに結合さ
れている処理ユニットとを備えることができる。処理ユニットは、第１点においてタッチ
・スクリーン上でホバリングしている選択側要素に応答して、メニューを表示するように
動作することができる。メニューは、複数のメニュー選択可能要素を備えており、第１点
に相対的に表示することができる。処理ユニットは、更に、選択側要素がスクリーンを横
切って第１点から第２点まで移動したと判定するように動作することができる。第２点は
、複数のメニュー選択可能要素のうちの１つに対応することができる。更に、処理ユニッ
トは、複数のメニュー選択可能要素のうち前述の１つに対応する制御部を表示するように
動作することができる。この制御部は、第２点に相対的に表示することができ、この制御
部に対応する制御選択可能要素を、第２点に表示する。
【００２４】
　本発明による更に別の実施形態は、視覚的フィードバックを与えるシステムを備えるこ
とができる。このシステムは、メモリー・ストレージと、このメモリー・ストレージに結
合されている処理ユニットとを備えることができる。処理ユニットは、表面の第１点にお
いてホバリングしているユーザーの指を検出し、ホバリングしている指の検出に応答して
、第１メニューを、第１位置に相対的に表示するように動作することができる。第１メニ
ューは、複数の第１メニュー選択可能要素を備えることができる。処理ユニットは、更に
、検出した、ホバリングしている指が表面の第１点から表面の第２点に移動したと判定す
るように動作することができる。第２点は、複数の第１メニュー選択可能要素のうちの１
つに対応することができる。更に、処理ユニットは、検出した、ホバリングしている指が
移動したと判定したことに応答して、第１メニューをスクリーンから除去し、複数の第１
メニュー選択可能要素のうち前述の１つに対応する第２メニューを、第２点に相対的に表
示するように動作することができる。
【００２５】
　図７は、計算デバイス１００を含むシステムのブロック図である。本発明の一実施形態
によれば、前述のメモリー・ストレージおよび処理ユニットを、図７の計算デバイス１０
０のような、計算デバイスの中に実装することができる。メモリー・ストレージおよび処
理ユニットを実装するためには、ハードウェア、ソフトウェア、またはファームウェアの
適した組み合わせであればいずれでも用いることができる。例えば、メモリー・ストレー
ジおよび処理ユニットは、計算デバイス１００または他の計算デバイス７１８のうち任意
のものを用いて、計算デバイス１００と組み合わせて実装することができる。前述のシス
テム、デバイス、およびプロセッサーは、一例であり、本発明の実施形態によれば、その
他のシステム、デバイス、およびプロセッサーが、前述のメモリー・ストレージおよび処
理ユニットを備えていてもよい。
【００２６】
　図７を参照すると、本発明の一実施形態によるシステムは、計算デバイス１００のよう
な、計算デバイスを含むことができる。基本的な構成では、計算デバイス１００は、少な
くとも１つの処理ユニット７０２およびシステム・メモリー７０４を含むことができる。
計算デバイスの構成および種類に応じて、システム・メモリー７０４は、揮発性（例えば
、ランダム・アクセス・メモリー（ＲＡＭ））、不揮発性（例えば、リード・オンリー・
メモリー（ＲＯＭ））、フラッシュ・メモリー、または任意の組み合わせを備えることが
できるが、これらに限定されるのではない。システム・メモリー７０４は、オペレーティ
ング・システム７０５、１つ以上のプログラミング・モジュール７０６を含むことができ
、更に、プログラム・データー７０７を含むことができる。オペレーティング・システム
７０５は、例えば、計算デバイス１００の動作を制御するのに適しているとよい。一実施
形態では、プログラミング・モジュール７０６は、視覚的フィードバック・アプリケーシ
ョン７２０を含むことができる。更に、本発明の実施形態は、グラフィクス・ライブラリ
ー、その他のオペレーティング・システム、またはその他の任意のアプリケーション・プ
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ログラムと合わせて実用化(practice)することができ、いずれの特定のアプリケーション
にもシステムにも限定されることはない。この基本的な構成は、図７において破線７０８
うちにあるコンポーネントによって示されている。
【００２７】
　計算デバイス１００は、追加の機構または機能性を有することもできる。例えば、計算
デバイス１００は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、またはテープのような、追加の
データー記憶デバイス（リムーバブルおよび／または非リムーバブル）を含むこともでき
る。これら追加のストレージは、図７では、リムーバブル・ストレージ７０９および非リ
ムーバブル・ストレージ７１０によって示されている。コンピューター記憶媒体は、揮発
性および不揮発性、リムーバブルおよび非リムーバブル媒体を含み、これらは、コンピュ
ーター読み取り可能命令、データー構造、プログラム・モジュール、またはその他のデー
ターというような任意の情報格納方法または技術で実現することができる。システム・メ
モリー７０４、リムーバブル・ストレージ７０９、および非リムーバブル・ストレージ７
１０は、全てコンピューター記憶媒体の例である（即ち、メモリー・ストレージ）。コン
ピューター記憶媒体は、限定ではなく、ＲＡＭ、ＲＯＭ、電気的消去可能リード・オンリ
ー・メモリー（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュ・メモリーまたはその他のメモリー技術、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ディジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）またはその他の光ストレー
ジ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク・ストレージまたはその他の磁気ストレー
ジ・デバイス、あるいは情報を格納するために用いることができ計算デバイス１００がア
クセスすることができるのであればその他のいずれの媒体でも含むことができる。このよ
うなコンピューター記憶媒体のいずれもが、デバイス１００の一部となることができる。
また、計算デバイス１００は、キーボード、マウス、ペン、音響入力デバイス、接触入力
デバイス等のような入力デバイス（１つ又は複数）７１２も有することができる。ディス
プレイ、スピーカー、プリンター等のような出力デバイス（１つ又は複数）も含むことが
できる。前述のデバイスは一例であり、その他のものを用いてもよい。
【００２８】
　また、計算デバイス１００は、通信接続部７１６を内蔵することもできる。通信接続部
７１６は、デバイス１００が、分散型計算環境、例えば、イントラネットまたはインター
ネットにおいてネットワークを通じてというようにして、他の通信デバイス７１８を通信
することを可能にすることができる。通信接続部７１６は、通信媒体の一例である。通信
媒体は、通例、コンピューター読み取り可能命令、データー構造、プログラム・モジュー
ル、あるいは搬送波やその他の電圧メカニズムのような、変調データー信号におけるその
他のデーターによって具現化することができ、あらゆる情報配信媒体を含む。「変調デー
ター信号」という用語は、情報を当該信号の中にエンコードするような形態で、１つ以上
の特性を設定または変更した信号を記述することができる。一例として、そして限定では
なく、通信媒体は、有線ネットワークまたは直接有線接続のような有線媒体、ならびに音
響、無線周波数（ＲＦ）、赤外線、およびその他のワイヤレス媒体というようなワイヤレ
ス媒体を含むことができる。本明細書において用いる場合、コンピューター読み取り可能
媒体という用語は、記憶媒体および通信媒体双方を含むことができる。
【００２９】
　先に述べたように、オペレーティング・システム７０５を含む、多数のプログラム・モ
ジュールおよびデーター・ファイルをシステム・メモリー７０４に格納することができる
。処理ユニット７０２上で実行する間、プログラム・モジュール７０６（例えば、視覚的
フィードバック・アプリケーション７２０）は、例えば、前述したような１つ以上の方法
２００の段階を含むプロセスを実行することができる。前述のプロセスは一例であり、処
理ユニット７０２は他のプロセスを実行することもできる。本発明の実施形態にしたがっ
て用いることができるその他のプログラミング・モジュールには、電子メールおよび連絡
(contact)アプリケーション、ワープロ・アプリケーション、表計算アプリケーション、
データーベース・アプリケーション、スライド・プレゼンテーション・アプリケーション
、描画またはコンピューター補助アプリケーション・プログラム等を含むことができる。
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【００３０】
　一般に、本発明の実施形態によれば、プログラム・モジュールは、ルーチン、プログラ
ム、コンポーネント、データー構造、および特定のタスクを実行することができる、また
は特定の抽象データー・タイプを実装することができるその他の種類の構造を含むことが
できる。更に、本発明の実施形態は、他のコンピューター・システム構成でも実用化でき
る。他のコンピューター・システム構成には、ハンド・ヘルド・デバイス、マルチプロセ
ッサー・システム、マイクロプロセッサーベースまたはプログラマブル消費者電子機器、
ミニコンピューター、メインフレーム・コンピューター等が含まれる。また、本発明の実
施形態は、分散型計算環境においても実用化することができ、その場合、通信ネットワー
クを通じてリンクされたリモート処理デバイスによってタスクを実行する。分散型計算環
境では、プログラム・モジュールは、ローカルおよびリモート・メモリー記憶デバイス双
方に配置することもできる。
【００３１】
　更に、本発明の実施形態は、ディスクリート電子エレメント、ロジック・ゲートを内蔵
したパッケージ化または集積電子チップ、マイクロプロセッサーを利用した回路、あるい
は電子エレメントまたはマイクロプロセッサーを内蔵した単一チップ上を含む、電気回路
においても実用化することができる。また、本発明の実施形態は、例えば、ＡＮＤ、ＯＲ
、およびＮＯＴのような、論理演算を実行することができるその他の技術を用いても実用
化することができる。これらは、限定ではなく、機械的技術、光学技術、流体技術、およ
び量子技術が含まれる。加えて、本発明の実施形態は、汎用コンピューター内またはその
他のあらゆる回路またはシステムにおいても実用化することができる。
【００３２】
　本発明の実施形態は、例えば、コンピューター・プロセス（方法）、計算システムとし
て、あるいはコンピューター・プログラム製品またはコンピューター読み取り可能媒体の
ような、製造品目として実現することができる。コンピューター・プログラム生産物は、
コンピューター・システムによって読み取ることができ、コンピューター・プロセスを実
行するための命令のコンピューター・プログラムをエンコードしたコンピューター記憶媒
体とすることができる。また、コンピューター・プログラム生産物は、計算システムによ
って読み取ることができ、コンピューター・プロセスを実行するための命令のコンピュー
ター・プログラムをエンコードした伝搬信号であってもよい。したがって、本発明は、ハ
ードウェアおよび／またはソフトウェア（ファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロ
・コード等を含む）においても具現化することができる。言い換えると、本発明の実施形
態は、命令実行システムが用いる媒体またはこれと共に用いる媒体に具現化されたコンピ
ューター使用可能またはコンピューター読み取り可能プログラム・コードを有する、コン
ピューター使用可能またはコンピューター読み取り可能記憶媒体上におけるコンピュータ
ー・プログラム生産物の形態をなすことができる。コンピューター使用可能またはコンピ
ューター読み取り可能媒体は、命令実行システム、装置、またはデバイスが用いるプログ
ラムまたはこれらと共に用いるプログラムを収容、格納、伝達、伝搬、または移送するこ
とができる媒体であればいずれでもよい。
【００３３】
　コンピューター使用可能またはコンピューター読み取り可能媒体は、例えば、しかし限
定ではなく、電子、磁気、光学、電磁、赤外線、または半導体システム、装置、デバイス
、あるいは伝搬媒体とすることができる。更に具体的なコンピューター読み取り可能媒体
の例（網羅的なリストではない）では、コンピューター読み取り可能媒体は以下を含むこ
とができる。１本以上のワイヤを有する電気接続、携帯用コンピューター・ディスケット
、ランダム・アクセス・メモリー（ＲＡＭ）、リード・オンリー・メモリー（ＲＯＭ）、
消去可能プログラマブル・リード・オンリー・メモリー（ＥＰＲＯＭまたはフラッシュ・
メモリー）、光ファイバ、および携帯用コンパクト・ディスク・リード・オンリー・メモ
リー（ＣＤ－ＲＯＭ）。尚、コンピューター使用可能またはコンピューター読み取り可能
媒体は、紙またはプログラムを印刷するのに適したその他の媒体でも可能である。これは
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、例えば、紙またはその他の媒体の光学走査によって、プログラムを電子的に取り込み、
次いでコンパイル、解釈、または必要であれば、それ以外の適した方法で処理し、次いで
コンピューター・メモリーに格納することができるからである。
【００３４】
　本発明の実施形態は、例えば、本発明の実施形態による方法、システム、およびコンピ
ューター・プログラム生産物のブロック図および／または動作図を参照しながら先に説明
した。ブロックの中に記した機能／行為は、いずれのフローチャートに示されている順序
以外で行われてもよい。例えば、連続して示される２つのブロックは、実際には、実質的
に同時に実行してもよく、また関与する機能性／行為によっては、これらのブロックを逆
の順序で実行してもよい場合もある。
【００３５】
　以上、本発明のある種の実施形態について説明したが、他の実施形態も存在することが
できる。更に、本発明の実施形態は、メモリーまたはその他の記憶媒体に格納するデータ
ーと関連があるものとして説明したが、データーは、ハード・ディスク、フロッピー（登
録商標）・ディスクのような二次記憶デバイス、またはＣＤ－ＲＯＭ、インターネットか
らの搬送波、あるいはその他の形態のＲＡＭまたはＲＯＭのような、他の種類のコンピュ
ーター読み取り可能媒体上に格納し、そこから読み取ることもできる。更に、開示した方
法の段階は、本発明から逸脱することなく、いかようにでも修正することができ、段階の
順序を変更すること、および／または段階を挿入または削除することを含む。
【００３６】
　本明細書に含まれるコードにおける著作権を含むあらゆる権利は、出願人に付与され、
出願人に所有権がある。出願人は、本明細書に含まれるコードにおいて全ての権利を保持
および保有し、付与される特許の再生に関してのみ、資料を再生する許可を付与するが、
その他の目的のためには付与しない。
【００３７】
　本明細書は例を含むが、本発明の範囲は、以下の請求項によって示すこととする。更に
、本明細書は、構造的特徴および／または方法論的行為に特定的な文言で記載したが、特
許請求の範囲は、以上に記載した特徴や行為に限定されるのではない。逆に、前述の具体
的な特徴および行為は、本発明の実施形態についての例として開示したに過ぎない。
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